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国道１１２号月山道路には『自動車専用道路』があり、自動車のみ通行可能な区間に

なっていますが、雪解け後に歩行者や自転車の進入が見られることがあり大変危険です。

歩行者・自転車・バイク（125cc以下）は、絶対に通行しないようお願いします
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自動車専用道路は

道路に三脚を立てて写真撮影を

しており、自動車が歩行者を避ける

ためにセンターラインをはみ出して

走行しています。

出典：地理院地図に自動車専用道路区間を追記して掲載

寒河江国道維持出張所管轄内の自動車専用道路区間

月山インターチェンジ
～ 月山第一トンネルの山形側入口
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自転車・歩行者 進 入 禁 止！

山菜採りや写真撮影での駐停車

も禁止されています

道路を横切る行為も大変キケンです

ので、おやめください。



国土交通省 山形県内情報サイト
（幹線国道ライブカメラなど）

http://keitai.thr.mlit.go.jp/yamagata/
国土交通省 事務所 寒河江国道維持出張所
（住所）〒991-0003 寒河江市大字西根字下川原58-1
（TEL） 0237-84-3191 （ＦＡＸ）0237-84-3687

【寒河江国道維持出張所ホームページ】

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/sagaeiji/

自動車専用道路内は駐停車が出来ません！
やむを得ず車を停める場合は、駐車帯を
ご利用ください

自動車専用道路に入る手前にも
通行禁止看板を設置して注意を促しています

自動車専用道路区間内にも、
通行禁止看板を設置しています。
サイクリング等で通行しないでください！

庄内方面へは、

国道４７号へ

迂回をお願いします

駐停車禁止看板
通行禁止看板

（自動車専用道路外）

お ね が い

通行禁止看板
（自動車専用道路内）


